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　９月１５日（６名）、１６日（４名）に、計１０名

が登壇し、市政の課題や将来展望に対する考え方

について一般質問を行いました。

市政の課題
　将来の展望を

質
ただ

す

市民病院１１年連続赤字で進む
第二期基本構想の今後について

市民病院の今後の透析患者の
対応について

釣　昭彦  議員

土遠孝昌  議員

　　　第二期基本構想後にはＩＣＵなど集中治療

室・人工透析室の増床やＰＥＴ－ＣＴの高額医療

機器を設置し、30 年度黒字を見込んでいるが、根

拠、要因は何か。また、入院での病床利用率が現在、

65.8％と低いが、収益

率アップをどのように

考えているか。看護師

体制の７対１を継続す

る対策は何か。

　　　市民病院での人工透析患者の対応は午前の部

と午後の部として２回に分けて対応していますが、

仕事に従事されている現役世代の患者は、現状の対

応では自宅にて行うか、夜間対応している他の病院

で治療しています。人

工透析患者の利便性を

図るために夜間の透析

治療が出来るようにし

てはどうか。

　　　第二期基本構想の今後については、入院収益

では、ＩＣＵなど集中治療室増床分、外来収益では、

外来化学療法室や人工透析室の増床分、またＰＥＴ

－ＣＴの検査料を別途見込むことにより収益が増加

し、平成 30年度に黒字経営に転換できる計画とし

ています。病床利用率は平成 29年度以降、75.8％

で見込んでおり、今後病院事業収益を上げる対策と

しては、長年の懸案であった「７対１看護体制」を

取得しました。今後も大学・高校・看護学校等を訪

問するなど看護師の確保に努める一方、常勤医師不

在の診療科の解消に取り組むなど、経営の安定に努

めるほか、地域包括ケア病棟の 12月開設も準備し

ています。

その他の質問事項

◦学校教育について　他

　　　他の民間病院における夜間透析の状況につい

ては、把握しておりませんが、市民病院では、人工

透析を午前と午後の１日２回行っています。夜間透

析を実施するためには、医師・看護師等のスタッフ

の増員が必要であり、現時点では困難であります。

その他の質問事項

◦市民病院の医師・看護師の確保について　他

問

問

答

答

定例会のあらまし

　平成 28 年９月（第３回）定例会を、９月２日か

ら 16 日までの 15 日間にわたり開催しました。

　今期定例会において、報告案件、一般会計補正予

算、人事案件等の議案が提案され、赤穂市国民健康

保険事業特別会計補正予算など５議案については、

全会一致で可決、同意し、一般会計補正予算の１議

案については賛成多数で可決しました。

　また、平成 27 年度の決算認定及び平成 27 年度

赤穂市水道事業会計未処分剰余金の処分について

は、決算特別委員会を設置し、閉会中の継続審査を

行うこととしました。
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赤穂ふれあいの森について

太陽光発電システム設置後の
対応について

山田昌弘  議員

藤本敏弘  議員

　　　赤穂ふれあいの森は、自然に親しみ、心身と

もリフレッシュできる施設として、赤穂市民はも

とより他市からも訪れられる方も多くおられまし

た。しかし施設の老朽化が進み訪れる人が減ってい

ます。今後も自然に親し

む施設として大いに活用

するべきと考えますが、

今後の活用策をどのよう

に、お考えなのかお伺い

たします。

　　　市は、太陽光発電システム設置時における規

制条例を昨年 12 月に制定しているが、設置後に出

る電磁波は人体に影響はないのか。また、自然災害

等で設備に不具合が生じた場合に連絡が取れるよ

う、会社名、電話番号等

を明記したパネル、看板

等の設置義務を課す条項

を現条例に加える必要が

あると思うがどうか。

　　　赤穂ふれあいの森には、有年横尾の三笠山か

ら周世の高雄山にかけての眺望のすばらしい縦走

コースがあり、既にトイレや駐車場、休憩施設も整

備され、地元農産物の直売所もあります。これらの

地域資源を最大限に活用するため、遊歩道の修繕や

案内看板の充実等、再整備の必要があります。市内

外からの幅広い年代の方に利用いただけるよう、地

元の管理運営組合と協議しながら、各方面に赤穂ふ

れあいの森を会場とした山歩きイベントや学習会等

の体験型イベントの開催を働きかけ、さらにホーム

ページや SNS を通じてその魅力を広く発信するな

ど、森の楽しみ方の提案をしていきます。

その他の質問事項

◦有害鳥獣対策について　他

　　　太陽光発電設備から発生する電磁波について

は、一般社団法人電気安全研究所が測定しており、

国際非電離放射線防護委員会の制限ガイドラインに

比べ、全く影響のない値であり、人への環境影響が

ないとのデータが示されています。

　事業者（最終管理者）の連絡先等については、平

成 29年４月１日から「電気事業者による再生可能

エネルギー電気の調達に関する特別措置法」におい

て、設備の設置場所に事業内容等を記載した標識を

提示することとなるため、「赤穂市自然環境等と再

生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関す

る条例」に、連絡先を明記した看板等の設置義務を

加えることは、考えていません。

問

問

答

答

乳幼児の健診や予防接種日を
携帯メールで通知してはどうか

前川弘文  議員
　　　赤穂市子育て支援サイト「すまいるキッズ」

の情報提供、発信機能の更なる充実を図っていただ

きたい。その一つとして、乳幼児の名前と生年月日

を登録しておくと、健診や予防接種のスケジュール

を組立て、１ケ月前、１週間前、１日前などに携帯

メールでお知らせが通知される機能を追加してはど

うか。

　　　本市で現在実施している子育て支援情報携帯

サイト「すまいるキッズ」において、子育て支援サー

ビスに関する情報の提供を行いながら、ご希望の保

護者に「すまいるメール」を配信していますが、子

育て世代に向けた情報発信手段として携帯サイトは

有効と考えます。健診・予防接種のお知らせメール

をはじめ様々な子育て支援施策の周知のため、費用

対効果を十分検証しながら、利用される方に分かり

やすい、役に立つツールとして、現サイト機能の見

直しを含め、本市に適した子育て支援サイトについ

て検討していきます。

その他の質問事項

◦アライグマ、ヌートリア、ハクビシン等の小型有

　害鳥獣の防除について　他

問

答

赤穂ふれあいの森からの眺望
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脱水有機汚泥設備の臭気対策強化を

市内の太陽光発電計画の実態と条例の
見直しは可能かを聞く

昨年４月の新教育委員会制度改正の
ポイントについて

川本孝明  議員

木下　守  議員

小路克洋  議員

　　　住友大阪セメント（株）赤穂工場に視察に行

きました。平成 20 年から稼働している脱水有機汚

泥設備の視察でした。確かに室内はマイナスの圧力

で、臭気対策はとっていました。しかし、石ヶ崎・

木生谷住民から、その後、

苦情が続いています。臭

気は生活に影響をおよぼ

します。臭気対策の指導

強化をはかられたい。

　　　太陽光発電計画への住民からの不安の声があ

る。施設の実態や住民とのトラブルの現状を聞く。

加東市では、環境保全条例を改正し産業用の 10kw

以上の施設に、地元説明を課し、環境保護に対して

市長が助言や指導ができ、

従わないと事業中止や計

画の変更措置ができる。本

市においても条例の見直

しは可能か。

　　　昨年４月に教育委員会制度の改正があり、市

長・教育長の権限が強化されたが、市長の権限とし

て、教育大綱策定と総合教育会議の設置がある。赤

穂市の教育大綱は、既存の教育振興基本計画をもっ

て教育大綱とされた

が、市長の教育方針が

明確ではない。市長の

教育方針を反映した教

育大綱改定の必要性を

感じるがどうか。 　　　悪臭については、現在、職員により悪臭の苦
情がある地区周辺のパトロールを強化し、悪臭の原

因を究明していますが、原因の特定には至っていま

せん。住友大阪セメント（株）赤穂工場における臭

気については、職員が立入調査を実施し、臭気の発

生源となる施設の現状確認を行っており、住友大阪

セメント（株）赤穂工場においても、現在、臭気の

発生源となる施設において、設備の改善等を行って

いると聞いています。今後も、引き続きパトロール

等を強化し、悪臭の原因を突き詰め対応したい。

その他の質問事項

◦国民健康保険の県単位化について　他

　　　「赤穂市自然環境等と再生可能エネルギー発
電設備設置事業との調和に関する条例」においては、

個人の財産権の行使や私法上の契約についての制約

は限定されるべきとの考えにより、財産権を制約し

ない協議制とし、自治会等への地元説明、自治会等

との良好な関係による事業実施並びに適切な事業の

施行を求め、ある程度の範囲に影響が及ぶ発電設備

を対象としています。こうしたことから、現在のと

ころ、50kw未満の太陽光発電設備を対象とする条

例見直しの考えはありません。

その他の質問事項

◦トレッキング、ハイキングの盛んなまちづくりの

　整備について　他　　　教育に関する大綱については「市長が設置し
た総合教育会議において策定すること」とされてい

る一方、教育委員会においては、赤穂市教育振興基

本計画を策定しており、平成 28年度から、後期５ヶ

年の計画がスタートしています。赤穂市では、昨年

５月開催の、第１回総合教育会議において、教育に

関する大綱の策定について協議しましたが、現教育

振興基本計画が、私（市長）の意見を反映したもの

となっており、同計画をもって、教育に関する大綱

とするとしました。よって、教育に関する大綱につ

いては、同計画の終期である平成 32年度までの間、

改定する予定はありません。

その他の質問事項

◦チーム学校についてどのような考えをもっておら

　れるのか　他

問

問

問

答

答

答

総合教育会議
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赤穂駅周辺整備株式会社の市民への
報告について

福浦産廃計画の申請取り下げ指導を
県に求められたい

瓢　敏雄  議員

小林篤二  議員

　　　赤穂市は赤穂駅周辺整備株式会社の総発行株

数 800 株のうち 462 株を持つ大株主で、市民生活

はその経営状態により少なからず影響を受けてき

た。空床が解消し利益が継続する状況になったが、

剰余金の処分はどのよう

に考えているのか。市の主

権者たる市民に経営状況

や将来への展望を報告す

るべきではないのか。

　　　説明会から３年になる。千葉県には、審査指

示（事前協議）開始から３年で協議が終了していな

い場合、「事前協議のみなし取り下げ」をする制度

がある。兵庫県条例にはない。「紛争を理由に申請

等を長期不当に引き延ば

すのは問題であり、一定期

間の努力の後は、このよう

な措置も必要となる」（福

士明教授説）。

　　　剰余金の処分における、無配の理由について
は、平成 27年度決算では当期純利益額が出ていま

す。しかし、現状の経営状況は流動的であり、地に

足をつけた経営を行うためには、剰余金として留保

すべきであるとし、株主総会で可決されました。

　赤穂駅周辺整備株式会社の経営状況については、

官報により公告し、また地方自治法の規定により、

市民の代表機関である議会に報告をしていますが、

市民が容易かつ、適時に情報を取得できるよう、整

備会社のホームページに掲載できないか、整備会社

としても検討していきたいとのことです。

その他の質問事項

◦ＮＨＫ土曜時代劇「忠臣蔵の恋」と第 113 回赤

　穂義士祭への対応について　他　　　処分場設置に関する市の対応については、県
も赤穂市が反対であるという立ち位置は十分理解さ

れております。今後県の紛争予防条例や廃棄物処理

法に基づく手続きの中で、市は許可権者である県に

対して法令に定められた行政手続きを行う必要があ

ることから、県の行政手続きに対して事業者へ申請

取り下げの指導を求める考えはありません。

その他の質問事項

◦公共施設等総合管理計画について　他

問

問

答

答

赤穂高等学校生徒会の皆さんが市議会を傍聴
　公職選挙法の改正により、本年から選挙権が１８歳以上に引き下げられたことにより、高校生

の皆さんに、より政治や市議会活動に関心をもっていただく一環として、学校側の協力を得て、

生徒会から２年生の役員１９名の皆さんが市議会を傍聴されました。

生徒の皆さんの主な感想

・赤穂市のより良いまちづくりのために多くの議員

の方が議論していることを知った。これからもっ

と議会に興味を持っていきたい。

・市民のために、議会で多くの議員さんが話し合っ

ていることを学生はあまり知らないと思うので、

もっと中学生や高校生を対象にこういう機会を作

るべき。

・議会のやり方を学んだ。市議会議員の次の選挙時

では選挙権を持っているので、しっかりと人を見

て投票したい。

・議員（質問者）の時間が３０分に決められている

ことに驚いた。３０分の時間内で赤穂市のまちづ

くりについて真剣に議論が行われていた。

・市民の生活の安全性など色々な問題について話し

合いがなされ、自分の住んでいる場所に対する知

識のなさや、快適な生活がどんな風に守られてい

るか分った。

・貴重な経験となった。機会があればまた見学して

みたい。
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常任委員会審査から（主な質疑）

＜個人番号カード交付事業について＞

●問 個人番号カードにおけるトラブルは。

●答 回線へのアクセス集中によるシステムトラブル
が発生していたが、３月 11 日以降は発生して
いない。

＜観光アクションプログラムについて＞

●問 事業の内容は。

●答 ＮＨＫで放映される土曜時代劇に対応する啓発
宣伝に係る経費である。

＜母子家庭等就業支援事業について＞

●問 高等職業訓練促進給付等事業における給付金返

還の考え方は。

●答 学校を辞めた時点で給付金の支給を停止するが、
返還は求めない。留年等の場合は３年で支給を
打ち切る。

＜耐震改修促進事業について＞

●問 追加件数と要因は。

●答 20 件分を追加。増加の要因は、県の住宅改造助
成事業に耐震診断を受けていることの条件が付
加されたことにある。

民生生活

建設水道

９月６日に開催し、付託された第７５号議案関係部分など３議案を慎重審査した結果、１議案に
ついては賛成多数で他の２議案については全会一致で、原案どおり可決すべきものとされました。

９月７日に開催し、付託された第７５号議案関係部分については全会一致で、原
案どおり可決すべきものとされました。

９月（第３回）定例会議案の議決結果・議員別の賛否
賛成：○　　反対：× 　　欠席：欠

議案番号 件　　　　名
議 決

結 果

藤

友

俊

男

土

遠

孝

昌

小

林

篤

二

奥

藤

隆

裕

山

田

昌

弘

釣
　

昭

彦

前

川

弘

文

木

下

　

守

竹

内

友

江

重

松

英

二

有

田

光

一

川

本

孝

明

瓢
　

敏

雄

永

安
　

弘

藤

本

敏

弘

小

路

克

洋

田

端

智

孝

家

入

時

治

認 第 １ 号 ～ 
認 第 １ ２ 号

平成２７年度赤穂市一般会計、８特別会計、
３公営企業会計歳入歳出決算認定について

－ 決算特別委員会で継続審査

議
長
の
た
め
、
表
決
に
は
加
わ
り
ま
せ
ん
。

第 7 4 号 議 案
平成２７年度赤穂市水道事業会計未処分利益
剰余金の処分について

－ 決算特別委員会で継続審査

第 7 5 号 議 案 平成２８年度赤穂市一般会計補正予算 原案可決 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

第 7 6 号 議 案
平成２８年度赤穂市国民健康保険事業特別会
計補正予算

原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 7 7 号 議 案 平成２８年度赤穂市介護保険特別会計補正予算 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 7 8 号 議 案
公職選挙法施行令の一部改正に伴う関係条例
の整理に関する条例の制定について

原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 7 9 号 議 案 赤穂市教育委員会委員の選任について 同意 ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第 8 0 号 議 案 人権擁護委員の推薦について 同意 ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

請願審議結果

第 ２ 号
TPP 協定国会批准に反対する意見書を衆議院
及び参議院に提出することを求める請願

不採択 × × ○ × × × × × × × × ○ × × × × ×

９月（第３回）定例会報告案件
報告番号 件　　　　名

報 第 1 1 号
　専第７号

専決処分の報告について
公用車の交通事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について

報 第 1 2 号 平成 27 年度赤穂市一般会計継続費の精算報告について

報 第 1 3 号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について

報 第 1 4 号
平成 27 年度公益財団法人赤穂市文化とみどり財団
の経営状況の報告について

報 第 1 5 号 平成 27 年度赤穂駅周辺整備株式会社の経営状況の報告について

報 第 1 6 号
　専第８号

専決処分の報告について
公用車の交通事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について

委　員　長　　釣　　昭彦　　副委員長　　　木下　　守

委　　員　　土遠　孝昌　　小林　篤二　　竹内　友江

　　〃　　　　重松　英二　　瓢　　敏雄　　永安　　弘

決算特別委員会を設置
　平成 27年度決算審査のため、９月定例会の２日

目（９月５日）に決算特別委員会が設置され、正副

委員長の互選、審査方針などを決定しました。閉会

中５日間決算特別委員会を開催し、適正な予算執行

が行われているかについて審査を行いました。
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議会活性化に関する取組み
　開かれた議会への取り組みのひとつとして、各常任委員会ごとに住民（団体）の皆様との意見

交換会を下記のとおり実施しました。（場所は全て市役所6階第2委員会室）

＜ふるさとづくり寄付金推進事業について＞

●問 補正予算の内容は。

●答 寄付件数や金額の増が見込まれることに伴う、

返礼品の報償費、郵便料等を含む役務費、特産

品発送等の手続きに伴う委託料である。

＜請願第２号＞ＴＰＰ協定国会批准に反対する意見書を衆議院及び参議院に提出することを求める請願。

●委員 ＴＰＰ脱会は日本の国際的信用の失墜となる

ため不採択とすべき。

●委員 農業分野のみを捉えてＴＰＰ全体に反対する

ことは問題があるため不採択とすべき。

●委員 国益にとって良いことであると考えるため、

不採択とすべき。

●委員外

　議  員  

農業分野を第一義的に守る必要があるため、

採択とすべき。

＜財政調整基金の考え方について＞

●問 財政調整基金の剰余金積立額が、２分の１を超

えているのは何故か。

●答 土地開発公社継承土地の売払い収入相当分を一

旦財政調整基金に積上げ、借換時に繰上げ償還

の財源として活用するため、今回２分の１を超

える額の積立てを行っている。

総務文教

請願の審査

９月８日に開催し、付託された第７５号議案関係部分など２議案を慎重審査した
結果、全会一致で、原案どおり可決すべきものとされました。

９月７日に委員会を開催し、付託された請願について慎重審査した結果、賛成
少数で、不採択とすべきものとされました。

議会運営委員会行政視察
平成28年８月２日～４日　茨城県常陸太田市・土浦市・常総市の３市を視察しました。

常陸太田市　平成 24年度より市民との間で議会報告会を開催し、議会報告会での質疑・応答については、

市議会だよりで報告をしていました。

土浦市　平成 27年度より議会報告会を開催し、議員は全員参加を原

則としていました。各常任委員会からの事業概要報告の後、意見交

換については、事前にテーマを設定し、質問の回答については、市

のホームページで報告をしていました。

常総市　通年議会制度を導入しており、通年議会は、議会機能の自

律的向上が図られ充実した議会活動を行うことができ、昨年度発生

した大水害など突発的な事態にもスピード感ある対応ができるとの

ことでした。

（民生生活委員会）

日　時　　平成 28年 9月 29日（木）午前 9時 30分～ 11時 30分

テーマ　　老人クラブの現状（会員減少）と将来展望

　　　　　　～今後の地域における老人クラブの在り方について～

相手方　　赤穂市老人クラブ連合会（9名）　　　

（建設水道委員会）

日　時　　平成 28年 9月 29日（木）午後 3時～ 4時 30分

テーマ　　観光行政について

相手方　　（一社）赤穂観光協会（4名）

（総務文教委員会）

日　時　　平成 28年 10月 31日（月）午前 9時 30分～ 11時 30分

テーマ　　小中一貫校（学校統廃合）について

　　　　　その他学校訪問を終えて

相手方　　教育長、教育委員（５名）　 ※意見交換会に先立ち、10月 12日（水）
に塩屋小学校・赤穂西小学校を視察。
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編集後記
＊今月は９月（第３回）定例会の内容を中心にお知

らせしました。今回は赤穂高等学校の生徒会の皆

さんが市議会を傍聴して下さいました。

　高校生の皆さんが議会に関心を持つきっかけとな

ればと思います。

年賀状等挨拶状の禁止について
　議員は、選挙区内の皆様に対し、答礼のための

自筆によるものを除き、年賀状などの時候の挨

拶状を出すことは禁止されておりますので、皆

様のご理解をお願いいたします。

☆11月定例会・常任委員会の日程(案）☆

日 月 火 水 木 金 土

11/20 11/21 11/22 11/23 11/24 11/25 11/26

本会議
(1 日目）

11/27 11/28 11/29 11/30 12/1 12/2 12/3

本会議
（2日目）

民生
生活
委員会

建設
水道
委員会

総務
文教
委員会

12/4 12/5 12/6 12/7 12/8 12/9 12/10

本会議
（3日目）
一般質問

本会議
（4日目）
一般質問

12/11 12/12 12/13 12/14 12/15 12/16 12/17

本会議
（予備日）

※いずれも午前９時 30 分から開催予定です。

※委員会は原則公開で、委員会室の出入りは休憩中を

　原則としています。

８月／

　２日・議会運営委員会行政視察

　　　（常陸太田市、土浦市、常総市～４日）

　４日・全国公私病院連盟表敬訪問（東京都）

　５日・第３回東京あこうのつどい（東京都）

　８日・幹線道路建設特別委員会

　９日・岐阜県瑞浪市議会行政視察（来庁）

１０日・西播磨地域づくり懇話会（西播磨総合庁舎）

２２日・兵庫県市議会議長会国要望（東京都）

２４日・西尾市ハワイアンフェスティバル（西尾市）

　　　（～２５日）

２５日・安室ダム水道用水供給企業団議会（上郡町）

２６日・議会運営委員会

　　　・文化研究会理事会

　　　・会派代表者会

　　　・和歌山県新宮市議会行政視察（来庁）

９月／

　２日・本会議［第３回定例会開会］

　　　（専決処分等報告・議案説明・人事案件等）

　５日・本会議（議案質疑等）

　６日・民生生活委員会（付託議案等審査）

　７日・建設水道委員会（付託議案等審査・請願審査）

　　　・建設水道委員会協議会

　８日・総務文教委員会（付託議案等審査）

　　　・会派代表者会

　　　・議会運営委員会

　　　・文化研究会理事会

１５日・本会議（一般質問６名）

１６日・本会議（一般質問４名・議案表決等）

　　　　[第３回定例会閉会]

　　　・議会報編集委員会

２７日・埼玉県ふじみ野市議会行政視察（来庁）

　　　・西播磨市町長会県議会議員要望会・交流会

　　　（姫路市）

２８日・赤相農業共済事務組合議会

２９日・民生生活委員会と赤穂老人クラブ連合会との

　　　　意見交換会

　　　・建設水道委員会と（一社）赤穂観光協会との

　　　　意見交換会

３０日・決算特別委員会

１０月／

　４日・香川県善通寺市議会行政視察（来庁）

　６日・決算特別委員会

１２日・岩手県大船渡市議会行政視察（市民病院）

　　　・総務文教委員会学校訪問（塩屋･赤穂西小学校）

１３日・決算特別委員会

１４日・議会報編集委員会

１７日・長野県塩尻市議会行政視察（来庁）

　　　・第２回地方行政課題研究会（豊岡市）

１８日・近畿市議会議長会第５回議長研修会（大津市）

２１日・決算特別委員会

２４日・議会報編集委員会

２６日・兵庫県市議会議長会正副議長研修会（神戸市）

　　　・群馬県みどり市議会行政視察（来庁）

２７日・決算特別委員会（総括質問）

２８日・相生・赤穂広域幹線道路整備促進協議会

　　　・建設水道委員会・総務文教委員会合同協議会

　　　（竣工検査）

３１日・総務文教委員会と教育長、教育委員との意見

　　　　交換会

議会活動状況

幹線道路建設特別委員会現地視察
　平成 28 年８月８日（月）、幹線道路建設

特別委員会を開催し、所管課から幹線道路整

備状況の報告等を受けた後、国道 250 号高

取峠のトンネル化の要望にあたり、当該道路

の現況視察を行いました。

　高取峠トンネル化の実現に向け、当委員会

では、今年度も関係機関へ要望を行っていく

予定です。
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